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出 席 者
小山三千雄、三上千春、石田豊章、今井高志、櫻庭全一、

島浩之、大黒谷ヨリ子、福井敏隆
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職 氏 名

都市整備部部長 小山内孝紀

公園緑地課課長 鳴海淳、課長補佐 成田一成、

主幹兼事業係長 小山内渉、管理係長 長谷川亘、

主幹 橋場真紀子、総括主査 海老名雄次、

主査 丸居和、主事 柳田未地人

会 議 の 議 題

組織会

報告事項

（１）公園の管理状況について

（２）弘前市総合計画について

会 議 結 果
・会長に小山三千雄委員、副会長に三上千春委員を選出した。

・報告事項について内容の確認を行った。

会議資料の名称

報告事項

（１）公園の管理状況について

（２）弘前市総合計画について

会 議 内 容 報告事項

（１）公園の管理状況について

事務局：公園緑地課管理の３５１公園のうち、指定管理者が

管理している公園数は、弘前市みどりの協会の管理が

２５６公園、弘前市造園協同組合の管理が８７公園で

計３４３公園あります。

また、「弘前市都市公園等の管理協力要綱」に基づき管

理協力をいただいている公園は２６５公園で昨年度よ

り７公園の減、管理協力町会数も１１８町会で昨年度

より３町会の減となっております。



委 員：町会の管理協力がなくなった公園の管理はどうしてい

るのか、また管理協力している町会から支援依頼等が

あるのかについてご教示いただきたい。

事務局：もともと町会の管理協力以外に指定管理者による管理

もあるため問題はないのですが、町会の管理協力がな

くなったことで指定管理業務に含まれていない草刈り

等の業務が追加発生した場合には、指定管理者へ業務

委託として追加発注するなどして対応しております。

委 員：公園内で子どもたちの事故やけがなどをニュース等で

聞くことがあるが、弘前市内では昨年度あったのか。

事務局：地元町会をはじめ市民の皆様からの通報では、公園内

における子どもたちの事故やけが等はありませんでし

た。

委 員：今年も弘前公園内で相当な数の倒木が発生したり、カ

ルチュアロードの頃に蓬莱広場でも倒木が発生した

が、植樹してからの経年により倒木のリスクが増える

ので、人身事故など起こらぬよう危険木等の管理を徹

底していただきたい。

報告事項

（２）弘前市総合計画について

事務局：弘前市総合計画は、地域づくりの最上位計画として地

域づくりの方向性を明らかにするもので、行政経営の

最も基本となる計画です。

分野別政策⑬都市基盤において、施策「利用者の意向

を踏まえた都市公園の再整備」を位置づけており、事

業として①地域の公園再生事業、②公園施設長寿命化

対策事業、③都市公園等危険木・支障木対策の推進を

掲げ、利用者に即した都市公園の施設環境の整備によ

り、市民との協働のもと良好で潤いのある住環境の形

成がなされ、政策の方向性である「持続可能な都市の

形成」に繋げることとしております。



現計画は令和８年度までとなっており、令和９年度か

らの次期計画の策定に向け、公園の現況、少子高齢化

や人口減少などをふまえ、皆様から公園に関するご意

見を頂戴できればと考えております。自宅に戻られて

からでも構いませんので、意見等がありましたら令和

８年１月中を目処に事務局まで連絡していただければ

と思います。

委 員：猛暑時に涼を求められるような機能を有した安らげる

公園の整備、また今の子どもたちに合わせた安全な遊

具への見直しを考えてはどうか。

事務局：いただきました意見を参考に公園の再整備及び遊具更

新時に、地元町会や市民の皆様と協議していきたいと

思います。

委 員：弘前警察署の建て替えに伴い、西側に隣接する八幡町

東公園はなくなってしまうものと聞いているが、老朽

化したプールの廃止時は公園を整備するのか。

事務局：警察で検討した結果、手狭であることから公園の敷地

全体を含め警察署建設敷地とする計画になっておりま

す。

また、現在公園西側に隣接する市民第三プールは都市

公園の区域に含まれているので、今後プールが廃止に

なった場合には、改めて公園としての整備を検討する

ことになるかもしれません。

なお、弘前警察署の建て替えに関して地元町会の了承

は得ているのですが、公園がなくなってしまうことに

伴い、警察敷地の中に避難所を設置できないかなどの

意見をいただいておりました。避難所設置については

警察でも検討したようですが、建物内に設置すること

は管理上、難しいとのことでした。

委 員：公園の管理に関しては、倒木やナラ枯れの問題のほか

にも、犬の散歩の問題もある。犬の散歩のマナーに関

しては看板による周知以外にも広報ひろさきによる周

知も今後検討していただきたい。



委 員：夜間の公園で若い人達が集まっていて怖いという声も

あり、予算の都合もあるかと思うが防犯カメラの設置

を検討していただきたい。

事務局：公園だから防犯カメラを設置するということではなく、

防犯上必要なところに関しましては、市民、警察及び

市の担当課とも連携のうえ対応していきたいと考えて

おります。

その他必要事項 会議 公開


